
令 和 ８ 年 ５ 月 １ ２ 日 

福島県ふくしまぐらし推進課 

令和８年度ふくしま企業移住支援事業補助金 募集要項 

 

１ 事業概要 

  福島県外の企業が、福島県内にサテライトオフィスを開設又は本社機能を移転し、

かつその施設で就労するために、社員が福島県外から福島県内に転入する際の費用の

一部を補助します。  

制度見直しのポイント≪令和８年度適用≫ 

➢ 当年度の事業期間中に転入社員を配置する場合の加算金及び上限額の改正 

一人につき「２０万円加算」、上限額「１００万円」（最大５名） 

➢ 「電源立地地域対策交付金」活用に係る補助対象施設への明示等 

※交付要綱・ＱＡ等を必ずご確認ください。 

 

２ 募集期間 

  令和８年５月１２日（火）から令和８年１２月２５日（金）午後５時まで 

  ※予算上限に達した場合は、期限を待たずに募集を終了します。 

  ※事業期間は交付決定から事業実施年度の２月１９日までに完了すること。 

 

３ 補助金の要件等 

  次の全てに該当する企業 

①福島県内に本社を有しておらず、次のいずれかに該当する企業 

  ・「情報通信サービス業」、「インターネット付随サービス業」、「映像・音声・文字情

報政策業」、「デザイン業」、「経営コンサルタント業」、「広告業」いずれかの業種 

・その他業種は、事業計画等において、テレワークによる業務の実施が十分に見込

まれると県が判断する企業 

②補助金で整備した施設を５年以上維持・運営する見込みのある企業 

③翌年度末までに、福島県外から福島県内に転入した社員を２名以上配置する企業 

④補助金で整備した施設を拠点に、社会・地域貢献又は地域課題解決等の CSV経営に

取り組む意思のある企業 

 

 ○補助対象経費 

  建物取得費（施設の取得に要する経費）、改修工事費（改修のための工事費）、役務

費（施設への引越・移転に係る経費）、環境整備費（テレワーク環境を整備するた

めの設備費や消耗品費）、賃借料（事業期間中における施設の賃料） 

 ○補助率：３／４ 

 ○補助上限額：建物取得あり 20,000千円、建物取得なし(賃貸)5,000千円 

 ○年度中における県外からの社員の転入に伴う加算：200千円／人 

 



４ 申請等の流れ 

（１）補助金申請書の提出 

 ・本補助金の申請予定者は、事業開始予定日の 30日前までに、下記５に定める書類 

全てを、下記９提出先まで提出してください。 

 ・提出方法は、直接持参、電子メール又は郵送のいずれかとしてください。 

  （なお、郵送の場合はこちらに到達した時点で、提出されたものとみなします。） 

 ・下記５に定める書類が全て提出されていない時点では、原則、当該計画書が提出さ

れたものとはみなしません。県が指定する期限までに全ての書類が提出されなかっ

た場合、その時点で当該計画を不採択といたします。 

・提出のあった申請予定者から順に審査を行います。採択状況により予算の上限に達

した場合は、申請後であっても不採択となります。あらかじめ御承知おきください。 

（２）審査会の開催 

 ・計画書等の提出から２週間後を目途に、審査会を開催します。 

 ・審査会の開催方法はオンラインとし、日時については申請予定者ごとに個別にご連

絡します。 

・審査会の内容は申請予定者による事業計画の説明及び審査員による質疑応答とし、 

原則、提出のあった資料に基づき説明いただきます。なお、審査項目については下

記６に定めるとおりです。 

・計画書等提出後に追加資料を提出することについては、こちらから別途指示のある

場合を除き、原則として受け付けません。（審査会当日の事業計画説明においても

同様とします。） 

 ・審査会の録音や録画につきましては、審査内容等の流出防止の観点から、禁止しま

す。 

（３）審査結果の通知等 

 ・審査会終了日から２週間後を目途に、審査結果（採択もしくは不採択）を通知しま

す。 

・併せて、採択事業者に対しては、内示通知を行いますので、内示通知後、速やかに

申請書を提出願います。 

 ・採択に際して条件を付す場合（条件付き採択）は、条件の履行が確認できるまで内

示を保留とします。また、審査結果通知日の翌日から起算して５営業日以内に条件

の履行がなされない場合は、当該計画については不採択といたします。 

（４）申請及び事業開始 

 ・申請書の提出に基づき順次交付決定を行います（概ね１週間程度）。 

 ・事業の着手（契約・発注行為や備品の購入など）については、交付決定後に行って 

いただく必要がありますので、ご留意ください。 

 

 



５ 提出書類 

  下記の書類を提出してください。 

（１）ふくしま企業移住支援補助金計画書及び収支予算書（交付要綱第１号様式の別紙１及び別紙２） 

（２）取得又は賃借を予定する施設の位置図、見取図、現況写真（カラー） 

（３）取得又は賃借を予定する施設に係る登記事項証明書又は固定資産家屋証明書の 

写し 

（４）取得又は賃借を予定する施設に係る売買契約書（案）又は賃貸借契約書（案）の 

写し（契約を予定する相手方の都合により、申請時点で取得できない場合についてはこの限りではない。） 

（５）工程表（補助事業の実施時期の計画が分かるもの） 

（６）見積書等の写し（積算根拠を確認できるもの） 

（７）設計図、設計書（※工事の場合。ただし、躯体等の改修以外の簡易な改修の場合はこの限りではない。） 

（８）補助事業者の定款又は規約及び登記事項証明書（登記簿謄本）の写し 

（９）補助事業者の直近３年間における決算書の写し（貸借対照表、損益計算書、製造原価報告

書、販売費及び一般管理費明細書を含むもの） 

（10）補助事業者の概要が分かる資料（会社パンフレット等） 

（11）役員一覧 

（12）【※交付要綱第５条第２項を含む場合】転入社員に係る身分証明書等の写し(現住所が分かる書類) 

（13）暴力団排除に関する誓約書 

（14）口座情報（金融機関名、支店名、口座種別、口座名義人、口座番号）が確認できる書類 

 

６ 審査項目 

  審査については、以下の項目に基づいて行います。 

審査項目 審査基準 

政策目的適合性 

（１）現在のテレワークによる業務の実施状況や本事業により整備する施設

で実施予定のテレワークによる業務について、十分に説明されている

か。 

（２）事業実施主体が取り組もうとしている県内における社会・地域貢献活 

動やＣＳＶ経営等の内容について、県内の情勢等を適切に把握した上で

具体的に計画している、又は県内で既に行った活動実績を踏まえている

等、本県に対する深い理解を伴ったものであるか。 

実現可能性 

（１）施設整備に係る実施計画について、実施方法が具体的であり、実行可 

能なものであるか。 

（２）施設等の所有者や周辺地域（自治体等）との調整が図られているか。 

また、施設整備に係る関係法令の確認を行っているか。 

（３）翌年度末までに県外から県内への転入社員を２名以上配置することに 

ついて、具体的な調整がなされ、見通しが立っているか。 

（４）補助金以外の事業費の調達について、具体的な見通しが立っているか。 



実施体制 
（１）事業実施主体が、会計手続を適正に行い得る体制を有しているか。 

（２）事業が実行可能な実施スケジュールであるか。 

事業継続性 

（１）補助事業実施後、５年以上継続して施設を維持・運営することが確実 

に見込めるものであるか。 

（２）事業実施主体が取り組もうとしている県内における社会・地域貢献活 

動やＣＳＶ経営等は、補助事業後も引き続き地域への波及効果が期待さ 

れ、かつ継続して実施される見込みがあるか。 

 ※なお、交付要綱第３条及び第４条に基づき、補助対象事業もしくは補助事業者とならない 

  場合は、上記の項目に関わらず不採択となります。 

 

７ 質問の受付について 

本事業についての質問がある場合は、質問書（第１号様式）を以下により提出して 

ください。 

（１）提出方法 

・下記９に記載しているメールアドレスあてに提出してください。 

・交付要綱や実施要領の内容確認等、軽微なものに関しては質問書以外の方法 

（電話、メール）による問合せも可とします。 

（２）質問に対する回答 

・質問に対する回答は、随時、ふくしまぐらし推進課ホームページに掲載します。 

※掲載先については下記９に記載しているＵＲＬのとおりです。 

※質問者名は公表しません。 

 

８ 電源立地地域対策交付金事業の活用に係る留意点について 

（１）本補助事業は、原則として振込払により支出としてください（現金払は、振込払

によることが社会通念上困難であると認められる場合に限定され、かつ、支払いの

事実が確認できる資料が必要となります）。なお、振込手数料は交付対象外経費と

なります。 

（２）交付金の活用に当たっては、住民福祉の向上に寄与していることを対外的に示すこと

が求められるため、整備した施設や備品への交付金事業の標示が必要となります。 

  ≪標示の内容≫ 令和８年度電源立地地域対策交付金事業 

 

９ 申請書類の提出先等 

（担 当）福島県ふくしまぐらし推進課 

（住 所）〒９６０－８６７０ 福島県福島市杉妻町２番１６号 

（電 話）０２４－５２１－７１１９ 

（メール）ui-turn@pref.fukushima.lg.jp 

（県ホームページＵＲＬ） 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025b/fukushima-kigyoiju.html 

mailto:ui-turn@pref.fukushima.lg.jp
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025b/fukushima-kigyoiju.html

